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〈
判
例
研
究
〉
ア
ル
コ
ー
ル
を
身
体
に
保
有
し
た
状
態
で
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
画
面
を
注
視
し
な

が
ら
自
動
車
を
運
転
し
、
歩
行
者
四
名
に
衝
突
し
て
三
名
を
死
亡
、
一
名
を
負
傷
さ
せ
た
事
案

に
つ
い
て
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
成
立
を
認
め
懲
役
二
二
年
を
言
い
渡
し
た
事
例
（
小
樽
飲

酒
ひ
き
逃
げ
事
件
第
一
審
判
決
）

札
幌
地
裁
平
成
二
七
年
七
月
九
日
判
決
（
控
訴
）

（
平
成
二
六
年
（
わ
）
第
六
四
四
号
：
道
路
交
通
法
違
反
、
過
失
運
転
致
死
傷
被
告
事
件
（
変
更
後
の
主
位
的
訴
因

危
険
運
転
致
死
傷
、
道
路
交
通
法
違
反
）（
予
備
的
訴
因

道
路
交
通
法
違
反
、
過
失
運
転
致
死
傷
）

（
判
例
集
未
登
載
）

神

元

隆

賢

【
事
実
の
概
要
】

平
成
二
六
年
七
月
一
三
日
午
後
四
時
二
八
分
頃
、
北
海
道
小
樽
市
銭

函
の
海
水
浴
場
近
く
の
見
通
し
の
良
い
直
線
道
路
上
（
南
北
道
路
、
幅

員
四
･七
メ
ー
ト
ル
、
歩
車
道
の
区
別
な
し
、
衝
突
地
点
の
約
一
六
〇

メ
ー
ト
ル
手
前
か
ら
被
害
者
ら
を
認
識
可
能
）
に
お
い
て
、
被
告
人
運
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転
の
普
通
乗
用
車
が
時
速
約
五
〇
な
い
し
六
〇
㎞
で
南
進
中
、
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
を
取
り
出
し
て
約
一
五
秒
な
い
し
二
〇
秒
程
度
、
顔
を
真
下

に
向
け
て
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
画
面
を
注
視
し
て
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
（
ソ
ー

シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）

を
立
ち
上
げ
よ
う
と
操
作
を
続
け
て
い
た
と
こ
ろ
、
左
前
方
を
二
列
に

固
ま
っ
て
南
に
歩
行
し
て
い
た
被
害
者
Ａ
（
当
時
三
〇
歳
）、
被
害
者
Ｂ

（
当
時
二
九
歳
）、
被
害
者
Ｃ
（
当
時
二
九
歳
）、
被
害
者
Ｄ
（
当
時
三
〇

歳
）
に
気
付
か
な
い
ま
ま
、
同
人
ら
に
自
車
左
前
部
を
衝
突
さ
せ
、
同

人
ら
を
は
ね
飛
ば
し
て
路
上
に
転
倒
さ
せ
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
を
死
亡
、
Ｄ

を
負
傷
（
加
療
約
一
年
間
を
要
す
る
右
大
腿
骨
骨
幹
部
骨
折
、
頸
椎
骨

折
等
）
さ
せ
た
。
被
告
人
は
、
車
両
の
運
転
を
停
止
し
て
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
・

Ｄ
を
救
護
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
ず
、
か
つ
、
そ
の
事
故
発
生
の
日
時

及
び
場
所
等
を
直
ち
に
最
寄
り
の
警
察
署
の
警
察
官
に
報
告
せ
ず
逃
走

し
た
。
そ
の
後
、
被
告
人
は
友
人
複
数
に
電
話
で
事
故
を
起
こ
し
た
と

相
談
し
、
近
く
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
た
ば
こ
を
購
入
後
、
事

故
か
ら
約
一
七
分
後
に
自
ら
一
一
〇
番
通
報
し
、
現
場
か
ら
約
七
〇
〇

メ
ー
ト
ル
離
れ
た
路
上
で
警
察
官
に
発
見
さ
れ
た
。
被
告
人
は
警
察
官

か
ら
職
務
質
問
、
任
意
の
事
情
聴
取
を
受
け
、
事
故
翌
日
に
通
常
逮
捕

さ
れ
た
。

事
故
発
生
前
、
被
告
人
は
、
事
故
前
日
の
正
午
頃
に
起
床
し
て
夜
間

勤
務
を
終
え
、
睡
眠
を
と
ら
ず
に
、
事
故
当
日
の
午
前
四
時
三
〇
分
頃

に
ビ
ー
チ
に
到
着
し
、
そ
の
後
、
正
午
過
ぎ
頃
ま
で
の
七
時
間
半
近
く

に
わ
た
っ
て
、
つ
ま
み
を
口
に
す
る
こ
と
も
な
く
、
分
か
っ
て
い
る
だ

け
で
も
生
ビ
ー
ル
中
ジ
ョ
ッ
キ
四
杯
、
三
五
〇
㎖
の
缶
酎
ハ
イ
四
、
五

缶
、
焼
酎
の
お
茶
割
り
一
杯
と
い
っ
た
酒
を
断
続
的
に
飲
み
続
け
、
泥

酔
し
て
二
時
間
程
度
寝
込
ん
で
し
ま
い
、目
を
覚
ま
し
て
か
ら
も
、シ
ャ

ワ
ー
を
浴
び
た
後
の
着
替
え
が
な
い
と
い
う
理
由
で
、
客
席
か
ら
も
見

え
る
海
の
家
の
厨
房
内
に
下
半
身
も
露
わ
に
な
っ
た
全
裸
の
ま
ま
で
入

り
、
店
の
関
係
者
か
ら
注
意
さ
れ
る
な
ど
、
第
三
者
か
ら
見
て
も
、
ま

だ
酒
が
残
っ
て
酔
っ
て
い
る
と
窺
わ
れ
る
よ
う
な
行
動
を
と
っ
て
い

た
。
最
後
に
酒
を
飲
ん
で
か
ら
四
時
間
半
程
度
経
過
し
た
運
転
開
始
直

前
の
時
点
に
お
い
て
も
、
被
告
人
自
身
の
感
覚
と
し
て
、⽛
ま
だ
二
日
酔

い
の
よ
う
な
状
態
で
あ
り
、
体
も
だ
る
く
、
目
も
し
ょ
ぼ
し
ょ
ぼ
す
る

な
ど
、
体
に
酒
が
残
っ
て
い
る
感
覚
⽜
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
事
故
か
ら

四
四
分
後
の
段
階
で
、
被
告
人
の
体
内
か
ら
呼
気
一
ℓ
当
た
り
〇
･五

五
㎎
の
ア
ル
コ
ー
ル
が
検
出
さ
れ
た
。

以
上
の
事
案
に
つ
き
、札
幌
地
検
は
当
初
、過
失
運
転
致
死
傷
罪（
自

動
車
の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律

（
以
下
⽛
自
動
車
運
転
死
傷
行
為
処
罰
法
⽜）
第
五
条
）、
ひ
き
逃
げ
運
転

に
お
け
る
救
護
義
務
違
反
罪
（
道
路
交
通
法
（
以
下
⽛
道
交
法
⽜）
第
七
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二
条
第
一
項
前
段
、
同
法
第
一
一
七
条
第
二
項
）、
同
報
告
義
務
違
反
罪

（
道
交
法
第
七
二
条
第
一
項
後
段
、
同
法
第
一
一
九
条
一
項
一
〇
号
）、

酒
酔
い
運
転
罪
（
道
交
法
第
六
五
条
第
一
項
、
同
法
第
一
一
七
条
の
二

第
一
号
）
を
訴
因
と
し
て
公
訴
提
起
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
被
害
者
の

遺
族
ら
に
よ
る
被
害
者
連
絡
会
は
、よ
り
重
い
危
険
運
転
致
死
傷
罪（
自

動
車
運
転
死
傷
行
為
処
罰
法
第
二
条
一
号
、
酩
酊
運
転
致
死
傷
罪
）
の

適
用
を
求
め
て
署
名
活
動
を
展
開
し
、
札
幌
地
検
に
訴
因
変
更
を
要
請

し
た
う
え
、
同
趣
旨
の
上
申
書
を
最
高
検
に
も
提
出
し
た
。
集
ま
っ
た

署
名
は
二
か
月
で
約
七
四
、〇
〇
〇
名
に
至
っ
た
（
1
）。
そ
の
後
、
札
幌
地

検
は
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
、
救
護
義
務
違
反
罪
、
報
告
義
務
違
反
罪

に
訴
因
変
更
し
、
さ
ら
に
過
失
運
転
致
死
傷
罪
、
救
護
義
務
違
反
罪
、

報
告
義
務
違
反
罪
、酒
酔
い
運
転
罪
を
予
備
的
訴
因
と
し
て
追
加
し
た
（
2
）。

求
刑
は
危
険
運
転
致
死
傷
罪
等
の
主
位
的
訴
因
に
つ
き
懲
役
二
二
年
、

過
失
運
転
致
死
傷
罪
等
の
予
備
的
訴
因
に
つ
き
懲
役
一
四
年
で
あ
っ

た
。一

方
、
被
告
人
及
び
弁
護
人
は
、
被
告
人
が
事
故
当
時
、
身
体
に
ア

ル
コ
ー
ル
を
保
有
し
た
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
争
わ
な
か
っ

た
も
の
の
、
被
告
人
は
普
段
酒
を
飲
ん
で
い
な
い
と
き
に
も
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
を
操
作
す
る
な
ど
し
て
よ
そ
見
を
し
な
が
ら
運
転
す
る
こ
と
が

あ
り
、
本
件
事
故
の
原
因
と
な
っ
た
よ
そ
見
運
転
も
ア
ル
コ
ー
ル
の
影

響
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
過
失
運
転
致
死
傷
罪
、
救
護
義
務
違

反
罪
、
報
告
義
務
違
反
罪
及
び
酒
酔
い
運
転
罪
を
適
用
す
べ
き
で
、
量

刑
も
懲
役
九
年
が
相
当
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

【
判
旨
】

有
罪
（
懲
役
二
二
年
）。

⽛
そ
も
そ
も
、
こ
の
道
路
を
時
速
五
〇
な
い
し
六
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

と
い
う
速
度
で
車
を
走
行
さ
せ
な
が
ら
、
一
五
な
い
し
二
〇
秒
程
度
も

の
間
、下
を
向
き
続
け
る
な
ど
と
い
う
運
転
の
態
様
自
体
が
、⽝
よ
そ
見
⽞

と
い
う
レ
ベ
ル
を
は
る
か
に
超
え
る
危
険
極
ま
り
な
い
行
動
と
し
か
言

い
よ
う
が
な
い
。
二
、
三
秒
な
ら
ま
だ
し
も
、
お
よ
そ
⽝
よ
そ
見
⽞
と

は
次
元
が
異
な
る
。
事
故
の
恐
怖
を
感
じ
る
こ
と
な
く
、
こ
う
し
た
運

転
が
で
き
る
こ
と
自
体
が
異
常
で
あ
る
し
、
携
帯
電
話
の
画
面
を
見
な

が
ら
運
転
す
る
こ
と
が
あ
る
人
に
と
っ
て
も
、
こ
こ
ま
で
の
危
険
な
行

為
は
自
殺
行
為
に
等
し
く
、
正
常
な
注
意
力
や
判
断
力
の
あ
る
運
転
者

で
あ
れ
ば
到
底
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
運
転
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
運

転
の
状
態
が
、⽝
前
方
を
注
視
し
て
そ
こ
に
あ
る
危
険
を
的
確
に
把
握

し
て
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
⽞
と
対
極
に
あ
る
こ
と
は
、
誰
が

見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
告
人
は
、
本
件
の
当
時
、

道
路
交
通
の
状
況
等
に
応
じ
た
運
転
操
作
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
心
身
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の
状
態
、
す
な
わ
ち
、
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
が

客
観
的
に
見
て
明
ら
か
と
い
え
る
。

そ
し
て
、
被
告
人
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
異
常
な
運
転
を
し
た
の
は
、

表
面
的
に
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
操
作
に
熱
中
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
運
転
を
す
る
者
の
務
め
と

し
て
常
に
前
方
の
安
全
を
確
認
し
な
が
ら
車
を
走
行
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
最
も
基
本
と
な
る
注
意
力
や
判
断
力
を
ほ
ぼ
ゼ
ロ
に
等

し
い
く
ら
い
に
失
っ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
被
告
人
自
身
、

こ
の
道
路
の
人
通
り
が
少
な
い
と
は
い
え
、
歩
行
者
が
通
る
こ
と
も
あ

る
こ
と
は
分
か
っ
て
い
た
と
い
う
の
に
、
本
件
で
は
、
ま
ず
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
を
操
作
し
よ
う
と
す
る
段
階
か
ら
、
歩
行
者
の
確
認
と
い
う
点

に
つ
き
全
く
意
識
す
ら
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
の

こ
と
か
ら
も
、
被
告
人
の
注
意
力
等
が
著
し
く
減
退
し
て
い
た
様
子
を

見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
き
に
見
た
と
お
り
、
酒
の
影
響
に
よ
る

体
調
の
変
化
を
本
人
が
自
覚
す
る
ほ
ど
被
告
人
に
酔
い
が
残
っ
て
い
た

こ
と
を
併
せ
考
え
る
と
、
こ
の
よ
う
な
単
な
る
油
断
で
は
説
明
の
付
か

な
い
よ
う
な
著
し
い
注
意
力
の
減
退
や
判
断
力
の
鈍
麻
は
、
常
識
的
に

見
て
、
ま
さ
に
そ
の
酒
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

二
、
三
秒
程
度
で
あ
れ
ば
、
何
か
の
拍
子
に
手
元
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

な
ど
に
気
を
取
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
五
秒
か
ら

二
〇
秒
に
わ
た
っ
て
、
例
え
ば
酒
も
飲
ん
で
い
な
い
人
の
注
意
を
引
き

つ
け
て
や
ま
な
い
よ
う
な
特
異
な
画
面
が
あ
る
と
は
と
て
も
思
わ
れ
な

い
。
実
際
、
被
告
人
は
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
立
ち
上
げ
よ
う
と
し
て
い
た
だ

け
で
あ
る
。
被
告
人
は
、
体
に
酒
が
残
っ
て
い
な
い
と
仮
定
し
て
も
、

今
回
の
事
故
を
起
こ
し
た
で
あ
ろ
う
な
ど
と
も
述
べ
て
い
る
が
、
現
に

体
に
酒
が
残
っ
て
い
る
と
自
覚
し
て
い
る
人
間
が
、
あ
れ
だ
け
注
意
力

等
を
極
端
に
欠
く
運
転
を
し
て
お
き
な
が
ら
、
何
の
根
拠
が
あ
っ
て
酒

の
影
響
が
全
く
な
い
な
ど
と
言
い
切
れ
る
の
か
、
理
解
に
苦
し
む
と
こ

ろ
で
あ
る
。
結
局
、
被
告
人
が
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運

転
が
困
難
な
状
態
で
自
動
車
を
走
行
さ
せ
て
人
を
死
傷
さ
せ
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
被
告
人
は
、
酒
に
よ
る
身
体
の
変
調
に

つ
い
て
の
自
覚
も
あ
り
、
特
段
運
転
中
に
意
識
を
失
っ
た
り
す
る
こ
と

も
な
く
、
自
分
の
行
っ
た
危
険
な
運
転
行
為
に
つ
い
て
余
す
と
こ
ろ
な

く
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
故
意
に
つ
い
て
も
問
題
な
く
認
め

ら
れ
る
。

な
お
、
被
告
人
は
、
普
段
酒
を
飲
ま
ず
に
運
転
す
る
と
き
で
も
、
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
操
作
す
る
な
ど
し
て
よ
そ
見
を
し
な
が
ら
運
転
す
る

こ
と
が
あ
っ
た
な
ど
と
も
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
回
の
事
故
の
原

因
が
単
な
る
⽝
よ
そ
見
⽞
と
い
う
レ
ベ
ル
か
ら
大
き
く
か
け
離
れ
て
い

る
こ
と
は
既
に
判
断
し
た
と
お
り
で
あ
る
し
、
ま
た
、
被
告
人
が
い
う
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⽝
普
段
⽞
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
道
路
等
の
前
提
条
件
や
運
転
の
具
体
的
態

様
等
を
含
め
て
本
件
の
事
故
の
と
き
と
す
べ
て
条
件
が
同
一
で
あ
る
な

ど
と
い
っ
た
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
比
較
の
意
味
も
乏
し
い
。

仮
に
、
被
告
人
が
本
件
事
故
の
直
後
、
事
故
の
原
因
が
酒
で
は
な
く
普

段
の
⽝
よ
そ
見
⽞
と
同
じ
だ
と
考
え
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ

の
判
断
自
体
が
ま
さ
に
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
で
相
当
鈍
っ
て
い
る
と
し

か
言
い
よ
う
が
な
い
し
、
今
も
同
じ
だ
と
考
え
て
い
る
と
な
る
と
、
運

転
と
は
名
ば
か
り
の
行
為
を
運
転
と
言
う
に
等
し
く
、
常
軌
を
逸
し
て

い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
今
回
の
異
常
な
運
転
に
お
け
る
ア
ル
コ
ー

ル
の
影
響
を
否
定
す
る
理
由
に
な
る
と
は
全
く
考
え
ら
れ
な
い
。
…
…

今
回
の
事
件
は
、
被
害
の
大
き
さ
だ
け
を
と
っ
て
み
て
も
、
ア
ル
コ
ー

ル
の
影
響
に
よ
る
危
険
運
転
の
類
型
の
中
で
、
こ
れ
ま
で
の
例
を
相
当

上
回
る
重
み
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
し
、
し
か
も
ひ
き
逃
げ
ま
で
し
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
人
が
被
害
者
や
遺
族
に
謝
罪
し
て
い
る
こ

と
な
ど
を
考
え
て
も
、
懲
役
二
二
年
と
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。⽜。

【
評
釈
】

一

本
件
で
問
題
と
な
る
の
は
、
以
下
の
三
点
で
あ
る
。

第
一
は
、
被
告
人
が
事
故
前
に
相
当
量
の
ア
ル
コ
ー
ル
を
身
体
に
保

有
し
て
い
た
こ
と
自
体
は
疑
い
な
い
も
の
の
、
本
件
運
転
行
為
が
は
た

し
て
自
動
車
運
転
死
傷
行
為
処
罰
法
第
二
条
一
号
の
⽛
ア
ル
コ
ー
ル
又

は
薬
物
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
で
自
動
車
を
走
行

さ
せ
る
行
為
⽜、
い
わ
ゆ
る
酩
酊
運
転
に
該
当
し
、
か
つ
、
酩
酊
運
転
に

⽛
よ
っ
て
、
…
…
人
を
死
亡
さ
せ
た
⽜
と
言
え
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

自
動
車
運
転
死
傷
行
為
処
罰
法
及
び
道
交
法
上
に
規
定
さ
れ
る
飲
酒

運
転
の
程
度
は
、
軽
い
順
か
ら
、
酒
気
帯
び
運
転
、
酒
酔
い
運
転
、
酩

酊
運
転
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
。

酒
気
帯
び
運
転
は
、
道
交
法
第
一
一
七
条
の
二
の
二
第
三
号
に
規
定

さ
れ
る
⽛
身
体
に
政
令
で
定
め
る
程
度
以
上
に
ア
ル
コ
ー
ル
を
保
有
す

る
状
態
⽜
で
の
運
転
で
、
呼
気
一
ℓ
中
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
〇
･一
五
㎎
以

上
（
血
中
濃
度
〇
･〇
三
％
以
上
（
3
））
で
あ
る
。

酒
酔
い
運
転
は
、
道
交
法
第
一
一
七
条
の
二
第
一
号
に
規
定
さ
れ
る

⽛
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ

る
状
態
⽜
で
の
運
転
で
、
呼
気
中
の
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
の
基
準
は
な
く
、

直
立
不
動
が
可
能
か
、
歩
行
困
難
な
状
態
で
は
な
い
か
、
言
語
能
力
は

正
常
か
等
か
ら
総
合
判
断
さ
れ
る
。

酩
酊
運
転
は
、
自
動
車
運
転
死
傷
行
為
処
罰
法
第
二
条
一
号
に
規
定

さ
れ
る
⽛
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
⽜、
す
な
わ
ち
⽛
精
神
的
、
身
体

的
能
力
が
ア
ル
コ
ー
ル
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
、
道
路
の
状
況
、
交
通

の
状
況
に
応
じ
、
障
害
を
発
見
す
る
注
意
能
力
、
こ
れ
を
危
険
と
認
識
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し
、
回
避
方
法
を
判
断
す
る
能
力
、
そ
の
判
断
に
従
っ
て
回
避
操
作
を

す
る
運
転
操
作
能
力
等
が
低
下
し
、
危
険
に
的
確
に
対
処
で
き
な
い

状
態
（
4
）⽜
で
の
運
転
で
、
酩
酊
運
転
致
死
傷
罪
が
適
用
さ
れ
る
の
は
酩
酊

運
転
の
み
で
あ
る
。
呼
気
中
の
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
の
基
準
は
な
い
が
、

最
判
平
成
二
三
年
一
〇
月
三
一
日
刑
集
六
五
巻
七
号
一
一
三
八
頁
は
、

被
告
人
が
事
故
後
一
ℓ
の
水
を
飲
ん
だ
状
態
で
呼
気
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度

〇
･二
五
㎎
／
ℓ
で
あ
っ
た
事
案
に
つ
い
て
酩
酊
運
転
致
死
傷
罪
を
適

用
し
て
い
る
。
な
お
、
最
判
平
成
二
三
年
一
〇
月
三
一
日
で
は
、
被
告

人
は
事
故
後
に
水
を
飲
ん
だ
た
め
不
利
益
換
算
で
〇
･三
㎎
（
血
中
ア

ル
コ
ー
ル
濃
度
〇
･六
㎎
／
㎖
）
と
見
る
余
地
が
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
で

も
⽛
一
般
に
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
四
段
階
の
酩
酊
度
を
示
す
数
値
の

中
で
は
、
最
も
低
い
⽝
微
酔
⽞（
血
中
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
〇
･五
～
一
･五

㎎
／
㎖
）
あ
る
い
は
⽝
ほ
ろ
酔
い
初
期
⽞（
血
中
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
〇
･

五
～
一
･八
㎎
／
㎖
）
の
中
で
も
最
も
低
い
数
値
に
近
い
値
で
あ
り
、
上

記
被
告
人
に
不
利
益
に
見
積
も
っ
た
〇
･三
㎎
と
い
う
値
は
、
そ
れ
を

若
干
上
回
る
値
に
す
ぎ
な
い
（
な
お
、
文
献
に
よ
れ
ば
、
近
年
の
欧
米

各
国
に
お
け
る
飲
酒
運
転
と
み
な
す
基
準
は
、
血
液
一
㎖
中
で
、
ア
メ

リ
カ
〇
･八
㎎
、
イ
ギ
リ
ス
〇
･八
㎎
、
フ
ラ
ン
ス
〇
･八
㎎
（
〇
･五
㎎

～
〇
･八
㎎
は
違
警
罪
）、
ド
イ
ツ
〇
･五
㎎
等
と
な
っ
て
い
る
。）⽜
こ
と

等
か
ら
、
酩
酊
状
態
で
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
と
の
田
原
睦
夫
裁
判
官

に
よ
る
反
対
意
見
が
あ
る
。
一
方
、
厚
生
労
働
省
は
、
単
純
酩
酊
の
ス

テ
ー
ジ
を
爽
快
期
（
血
中
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
〇
･二
～
〇
･四
㎎
／
㎖
）、

ほ
ろ
酔
い
期
（
同
〇
･五
～
一
･〇
㎎
／
㎖
）、
酩
酊
初
期
（
同
一
･一
～

一
･五
㎎
／
㎖
）、酩
酊
極
期（
同
一
･六
～
三
･〇
㎎
／
㎖
）、泥
酔
期（
同

三
･一
～
四
･〇
㎎
／
㎖
）、
昏
睡
期
（
同
四
･一
㎎
／
㎖
以
上
）
の
六
段

階
に
区
分
し
て
い
る
（
5
）。

本
件
事
案
で
の
被
告
人
の
呼
気
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
は
事
故
か
ら
四
四

分
後
の
段
階
で
〇
･五
五
㎎
／
ℓ
（
血
中
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
一
･一
㎎
／

㎖
）
で
あ
る
か
ら
、
ア
ル
コ
ー
ル
耐
性
に
は
個
人
差
が
あ
る
も
の
の
、

ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
に
限
れ
ば
厚
生
労
働
省
の
区
分
で
は
酩
酊
初
期
に
当

た
り
、
田
原
反
対
意
見
の
指
摘
す
る
上
記
の
欧
米
各
国
の
飲
酒
運
転
基

準
を
も
大
幅
に
上
回
る
。
従
っ
て
、
客
観
的
に
は
酩
酊
運
転
の
程
度
に

至
っ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
で
は
、
主
観
的
に
は
ど

う
か
。
酩
酊
運
転
致
死
傷
罪
の
故
意
は
、
行
為
者
自
身
が
ア
ル
コ
ー
ル

の
影
響
に
よ
り
⽛
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
⽜
と
な
る
具
体
的
な
お

そ
れ
が
あ
る
こ
と
の
認
識
が
必
要
と
解
さ
れ
る
（
6
）。
そ
し
て
本
件
事
案
で

は
、⽛
酒
に
よ
る
身
体
の
変
調
に
つ
い
て
の
自
覚
も
あ
り
、
特
段
運
転
中

に
意
識
を
失
っ
た
り
す
る
こ
と
も
な
く
、
自
分
の
行
っ
た
危
険
な
運
転

行
為
に
つ
い
て
余
す
と
こ
ろ
な
く
認
識
し
て
い
る
⽜
か
ら
、
本
罪
の
故

意
を
容
易
に
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
以
上
か
ら
、
被
告
人
の
運
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転
行
為
が
酩
酊
運
転
に
該
当
す
る
こ
と
自
体
は
疑
い
な
い
。

し
か
し
、
当
該
酩
酊
運
転
に
⽛
よ
っ
て
、
…
…
人
を
死
亡
さ
せ
た
⽜

と
言
え
る
か
に
つ
い
て
は
、
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
。
運
転
者
が
ア
ル

コ
ー
ル
等
を
摂
取
し
酩
酊
し
て
い
た
が
、
そ
の
影
響
な
し
に
運
転
操
作

を
誤
っ
て
人
を
死
傷
さ
せ
た
場
合
に
は
、
過
失
運
転
致
死
傷
罪
と
酒
酔

い
運
転
罪
（
五
年
以
上
の
懲
役
又
は
一
〇
〇
万
円
以
下
の
罰
金
）
ま
た

は
過
労
運
転
等
罪
（
道
交
法
第
六
六
条
、
同
法
第
一
一
七
条
の
二
第
三

号
、
五
年
以
下
の
懲
役
又
は
一
〇
〇
万
円
以
下
の
罰
金
）
の
併
合
罪
と

な
り
、
法
定
刑
の
上
限
は
懲
役
一
〇
年
六
月
と
な
る
（
た
だ
し
本
件
で

は
、
ひ
き
逃
げ
運
転
に
お
け
る
救
護
義
務
違
反
罪
、
同
報
告
義
務
違
反

罪
も
成
立
す
る
か
ら
、法
定
刑
の
上
限
は
懲
役
一
五
年
と
な
る
）。
従
っ

て
、
酩
酊
運
転
致
死
傷
罪
の
成
立
を
認
め
る
た
め
に
は
、
行
為
者
の
運

転
行
為
が
酩
酊
運
転
で
あ
っ
た
だ
け
で
は
足
り
ず
、
さ
ら
に
酩
酊
運
転

と
死
傷
と
の
因
果
関
係
を
も
肯
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
本

件
で
は
、
被
害
者
四
名
を
死
傷
さ
せ
る
に
至
っ
た
、
約
一
五
秒
な
い
し

二
〇
秒
程
度
、
顔
を
真
下
に
向
け
て
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
画
面
を
注
視

し
て
の
運
転
が
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
言
え
る
か
が
問

題
と
な
る
。

こ
れ
に
つ
き
、
被
告
人
ら
は
、
普
段
酒
を
飲
ん
で
い
な
い
と
き
に
も

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
操
作
す
る
な
ど
し
て
よ
そ
見
を
し
な
が
ら
運
転
す

る
こ
と
が
あ
っ
た
な
ど
と
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
、
運
転
行
為
自
体
は

酩
酊
運
転
で
あ
っ
た
も
の
の
、
死
傷
の
結
果
自
体
は
ア
ル
コ
ー
ル
の
影

響
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
札
幌
地
検
も
、
当
初
は

そ
の
よ
う
に
考
え
て
、
酩
酊
運
転
致
死
傷
罪
で
は
な
く
過
失
運
転
致
死

傷
罪
等
を
訴
因
と
し
て
公
訴
提
起
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
札
幌
地
検
は
上
述
し
た
よ
う
に
酩
酊
運
転
致
死
傷
罪
に
訴

因
変
更
し
た
。
そ
し
て
本
判
決
も
、
被
告
人
が
歩
行
者
の
確
認
を
ま
っ

た
く
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
点
、
二
、
三
秒
程
度
で
あ
れ
ば
と
も
か
く

一
五
秒
か
ら
二
〇
秒
に
わ
た
っ
て
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
気
を
取
ら
れ
て

い
た
点
を
挙
げ
、⽛
こ
の
よ
う
な
単
な
る
油
断
で
は
説
明
の
付
か
な
い

よ
う
な
著
し
い
注
意
力
の
減
退
や
判
断
力
の
鈍
麻
は
、常
識
的
に
見
て
、

ま
さ
に
そ
の
酒
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
⽜⽛
仮
に
、

被
告
人
が
本
件
事
故
の
直
後
、事
故
の
原
因
が
酒
で
は
な
く
普
段
の⽝
よ

そ
見
⽞
と
同
じ
だ
と
考
え
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
判
断
自

体
が
ま
さ
に
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
で
相
当
鈍
っ
て
い
る
と
し
か
言
い
よ

う
が
な
い
⽜
な
ど
と
厳
し
く
断
じ
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
る
死
傷

の
結
果
発
生
を
認
め
て
い
る
。
前
掲
最
判
平
成
二
三
年
一
〇
月
三
一
日

も
、
被
告
人
が
飲
酒
の
う
え
、
前
方
を
向
い
て
い
れ
ば
被
害
車
両
に
衝

突
の
約
九
秒
前
か
ら
認
識
で
き
る
状
況
に
お
い
て
、
八
秒
程
度
ま
で
被

害
車
両
の
存
在
に
気
づ
か
ず
自
車
を
走
行
さ
せ
て
追
突
さ
せ
被
害
者
ら
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を
死
傷
さ
せ
た
事
案
に
つ
い
て
、⽛
被
告
人
が
、
自
車
を
時
速
約
一
〇
〇

㎞
で
高
速
度
走
行
さ
せ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
八
秒
程
度
に
わ
た
っ

て
被
害
車
両
の
存
在
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
理
由
は
、
そ
の
間
終
始

前
方
を
見
て
い
な
か
っ
た
か
、
前
方
を
見
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
被
害
車

両
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
っ
た
か
の
い
ず
れ
か
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
認
識
可
能
な
も
の
が
注
意
力
を
欠
い
て
認
識
で
き
な

い
後
者
の
場
合
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
前
者
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
約

八
秒
間
も
の
長
い
間
、
特
段
の
理
由
も
な
く
前
方
を
見
な
い
ま
ま
高
速

度
走
行
し
て
危
険
な
運
転
を
継
続
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
被
告
人

は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
正
常
な
状
態
に
あ
る
運
転
者
で
は
通
常
考
え

難
い
異
常
な
状
態
で
自
車
を
走
行
さ
せ
て
い
た
と
い
う
ほ
か
な
い
。
そ

し
て
、
被
告
人
が
前
記
の
と
お
り
飲
酒
の
た
め
酩
酊
状
態
に
あ
っ
た
こ

と
な
ど
の
本
件
証
拠
関
係
の
下
で
は
、
被
告
人
は
、
飲
酒
酩
酊
に
よ
り

上
記
の
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
た
と
認
定
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。⽜
と

し
て
、
酩
酊
運
転
致
死
傷
罪
の
成
立
を
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一

定
量
の
ア
ル
コ
ー
ル
を
体
内
に
保
有
し
、
か
つ
異
常
な
前
方
不
注
視
の

運
転
を
長
時
間
継
続
し
て
死
傷
の
結
果
を
発
生
さ
せ
た
場
合
に
つ
い

て
、
こ
の
よ
う
な
前
方
不
注
視
は
そ
も
そ
も
飲
酒
酩
酊
し
て
い
な
け
れ

ば
あ
り
得
な
い
と
認
定
し
て
、
酩
酊
運
転
致
死
傷
罪
の
成
立
を
認
め
た

の
で
あ
る
。
本
判
決
も
、
こ
の
最
高
裁
の
認
定
方
法
を
踏
襲
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
本
件
事
案
で
は
、
被
告
人
の
呼
気
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
は

最
判
平
成
二
三
年
一
〇
月
三
一
日
の
事
案
を
大
き
く
上
回
る
も
の
の
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
見
続
け
る
と
い
う
⽛
よ
そ
見
⽜
で
被
害
者
を
死
傷

さ
せ
た
点
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
る
と
言
え
る

か
と
の
反
論
を
差
し
挟
む
余
地
を
若
干
残
し
て
い
る
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
を
見
な
が
ら
の
よ
そ
見
運
転
は
社
会
問
題
化
し
て
お
り
、
道
交
法
も

平
成
一
六
年
の
改
正
で
、
第
七
一
条
五
の
五
、
第
百
二
十
条
第
一
項
第

十
一
号
に
お
い
て
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
注
視
し
な
が
ら
の
自
動
車
等
の

運
転
を
処
罰
し
て
い
る
。
し
か
も
、
本
件
事
案
で
被
告
人
が
運
転
中
に

立
ち
上
げ
て
い
た
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
あ
っ
た
か
ら
、

本
判
決
が
言
う
よ
う
に
、⽛
例
え
ば
酒
も
飲
ん
で
い
な
い
人
の
注
意
を

引
き
つ
け
て
や
ま
な
い
よ
う
な
特
異
な
画
面
が
あ
る
と
は
と
て
も
思
わ

れ
な
い
。⽜
と
し
て
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
を
認
定
す
る
こ
と
は
可
能
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
運
転
中
で
あ
っ
て
も
、
画
面
を
長
時
間
注
視
す
る

こ
と
が
⽛
特
異
⽜
と
ま
で
は
必
ず
し
も
言
い
難
い
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

で
あ
っ
た
な
ら
ば
ど
う
か
。
近
年
は
、
カ
ー
ナ
ビ
の
代
わ
り
に
、
大
型

化
、
高
性
能
化
し
た
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
Ｇ
Ｐ
Ｓ
機
能
と
連
携
す
る
地

図
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
用
い
る
⽛
カ
ー
ス
マ
⽜
が
自
動
車
運
転
者
の

間
で
流
行
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
例
え
ば
、
行
為
者
が
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
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ン
の
画
面
を
注
視
し
な
が
ら
の
飲
酒
運
転
で
被
害
者
を
死
傷
さ
せ
た
と

し
て
、
そ
の
際
に
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
立
ち
上
げ
て
い
た
ア
プ
リ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
カ
ー
ス
マ
用
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
あ
る

い
は
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
る
死
傷
で
あ
る
と
は
容
易
に
認
定
で
き

な
い
か
も
し
れ
な
い
。
慎
重
か
つ
具
体
的
な
事
実
認
定
が
要
求
さ
れ
よ

う
。

二

第
二
は
、
本
件
に
つ
い
て
危
険
運
転
致
死
傷
罪
等
の
主
位
的
訴
因

の
罰
条
を
適
用
す
る
と
し
て
、
同
種
事
件
に
つ
い
て
過
去
に
類
を
見
な

い
懲
役
二
二
年
と
い
う
重
い
量
刑
が
、
従
来
の
量
刑
相
場
に
照
ら
し
妥

当
で
あ
っ
た
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
科
刑
の
範
囲
は
、
危
険
運
転
致
傷
罪
で
懲
役

一
月
か
ら
懲
役
一
五
年
、
危
険
運
転
致
死
罪
で
懲
役
一
年
か
ら
懲
役
二

〇
年
と
い
ず
れ
も
広
い
。
そ
し
て
本
罪
の
量
刑
相
場
は
、
格
別
の
事
情

が
な
け
れ
ば
、
死
亡
者
一
名
の
事
案
で
は
懲
役
四
～
五
年
前
後
が
一
般

的
で
あ
り
（
7
）、
こ
れ
は
従
来
の
業
務
上
過
失
致
死
罪
の
相
場
の
二
倍
程
度

で
あ
る
こ
と
、
死
亡
者
一
名
の
傷
害
致
死
罪
の
量
刑
相
場
が
懲
役
四
年

か
ら
五
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
均
衡
は
と
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が

あ
る
（
8
）。
も
っ
と
も
、
無
保
険
で
あ
る
な
ど
し
て
被
害
弁
済
が
不
確
実
で

あ
っ
た
り
、
無
免
許
、
前
科
、
危
険
運
転
の
内
容
が
特
に
悪
質
で
あ
る

な
ど
の
格
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
一
名
死
亡
事
案
で
あ
っ
て
も

懲
役
七
～
一
〇
年
が
選
択
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
（
9
）。
こ
れ
に
対
し
、
被
害

者
が
多
数
死
亡
し
た
事
案
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
危
険
運
転
致
死
傷

罪
単
独
で
の
法
定
刑
の
上
限
で
あ
る
、
懲
役
二
〇
年
近
辺
に
量
刑
が
集

中
す
る
傾
向
に
あ
る
（
10
）。

名
古
屋
高
判
平
成
一
九
年
一
二
月
二
五
日
高
検
速
報
七
二
九
号
は
、

被
告
人
が
、酒
気
帯
び
の
う
え
赤
信
号
で
交
差
点
に
高
速
度
で
進
入
し
、

青
信
号
で
交
差
道
路
か
ら
進
入
し
た
自
動
車
と
衝
突
し
て
四
名
が
死

亡
、
二
名
が
負
傷
し
た
事
案
に
つ
き
、
赤
信
号
無
視
運
転
致
死
傷
罪
の

成
立
を
認
め
、
量
刑
を
懲
役
一
八
年
と
し
た
。

東
京
高
判
平
成
二
一
年
一
一
月
二
七
日
高
検
速
報
三
四
一
一
号
は
、

被
告
人
が
、
酒
の
影
響
に
よ
り
前
方
注
視
及
び
運
転
操
作
が
困
難
な
状

態
（
事
故
二
時
間
後
の
血
中
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
二
･二
㎎
／
㎖
）
で
普
通

乗
用
自
動
車
を
時
速
約
一
〇
〇
な
い
し
一
二
〇
㎞
の
速
度
で
走
行
さ
せ

て
対
向
車
線
に
進
出
さ
せ
、
対
向
車
二
台
と
衝
突
し
て
、
二
名
（
当
時

各
五
六
歳
）
が
死
亡
、
五
名
が
負
傷
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
酩
酊
運
転

致
死
傷
罪
の
成
立
を
認
め
、
求
刑
懲
役
二
〇
年
に
対
し
量
刑
を
懲
役
一

六
年
と
し
た
。
刑
を
軽
減
す
べ
き
事
情
と
し
て
は
、
被
告
人
車
両
に
対

人
無
制
限
の
任
意
保
険
が
掛
け
ら
れ
て
お
り
、
損
害
賠
償
が
十
分
見
込

ま
れ
る
こ
と
、
飲
酒
運
転
に
つ
い
て
の
根
深
い
常
習
性
が
あ
る
が
、
こ
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れ
ま
で
さ
し
た
る
前
科
前
歴
も
な
い
こ
と
、
妻
や
実
母
も
、
そ
の
更
生

に
協
力
す
る
旨
公
判
廷
で
述
べ
て
い
る
こ
と
、
一
定
の
謝
罪
や
反
省
の

態
度
を
示
し
て
い
る
こ
と
等
が
挙
げ
ら
れ
た
。

最
判
平
成
二
三
年
一
〇
月
三
一
日
は
、
飲
酒
酩
酊
状
態
（
事
故
後
一

ℓ
の
水
を
飲
ん
だ
状
態
で
の
呼
気
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
〇
･二
五
㎎
／
ℓ
）

に
あ
っ
た
被
告
人
が
直
進
道
路
に
お
い
て
高
速
で
自
動
車
を
運
転
中
、

先
行
車
両
に
追
突
し
て
海
中
に
転
落
さ
せ
、
三
名
（
当
時
一
歳
、
三
歳
、

四
歳
）
が
溺
死
、
運
転
者
（
当
時
三
三
歳
）
及
び
そ
の
妻
（
当
時
二
九

歳
）
が
負
傷
（
と
も
に
加
療
約
三
週
間
を
要
す
る
全
身
擦
過
傷
等
）
し

た
う
え
、
負
傷
者
を
救
護
す
る
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
ず
、
か
つ
、
そ

の
事
故
発
生
の
日
時
場
所
等
を
直
ち
に
最
寄
り
の
警
察
署
の
警
察
官
に

報
告
し
な
か
っ
た
事
案
に
つ
い
て
、
酩
酊
運
転
致
死
傷
罪
の
成
立
を
認

め
、
量
刑
を
懲
役
二
〇
年
（
第
一
審
求
刑
は
懲
役
二
五
年
）
と
し
た
。

刑
を
軽
減
す
べ
き
事
情
と
し
て
は
、
自
首
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
（
た

だ
し
被
告
人
が
犯
人
で
あ
る
こ
と
の
発
覚
は
必
至
の
状
況
下
で
の
自
首

で
あ
っ
て
、
量
刑
上
さ
ほ
ど
重
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
）、
被
害
者
ら

に
謝
罪
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
こ
と
、
懲
戒
免
職
と
な
っ
て
お
り
社

会
的
制
裁
を
受
け
て
い
る
こ
と
、
前
科
は
な
い
こ
と
、
被
告
人
の
親
族

が
被
告
人
の
更
生
に
協
力
す
る
姿
勢
で
あ
る
こ
と
等
が
挙
げ
ら
れ
た
。

本
件
の
被
害
者
数
は
死
亡
者
三
名
、
負
傷
者
一
名
で
、
最
判
平
成
二

三
年
一
〇
月
三
一
日
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
等
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
件
の

負
傷
者
数
は
最
判
平
成
二
三
年
一
〇
月
三
一
日
の
二
名
に
対
し
一
名
と

は
い
え
、
負
傷
の
程
度
は
非
常
に
重
い
。
さ
ら
に
死
傷
し
た
被
害
者
ら

の
年
齢
等
に
鑑
み
予
想
さ
れ
る
慰
謝
料
、
逸
失
利
益
等
の
民
事
上
の
損

害
額
を
も
考
慮
す
れ
ば
、
本
件
の
被
害
は
最
判
平
成
二
三
年
一
〇
月
三

一
日
の
そ
れ
を
一
部
に
お
い
て
上
回
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
鑑
み
、
本
判

決
が
懲
役
二
二
年
を
選
択
し
た
の
は
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
最
判
平
成
二
三
年
一
〇
月
三
一
日
の
第
一
審
の
求
刑
は
懲

役
二
五
年
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
本
件
の
求
刑
は
量
刑
と
同
じ
懲
役
二

二
年
と
や
や
軽
い
。
量
刑
は
求
刑
の
八
掛
け
と
い
う
実
務
上
の
相
場
（
11
）に

照
ら
せ
ば
、
本
件
に
お
け
る
求
刑
が
例
え
ば
懲
役
二
七
～
二
八
年
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
不
当
に
重
い
と
は
言
え
ま
い
。
裁
判
員
裁
判
に
お

い
て
求
刑
と
同
じ
量
刑
が
選
択
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、

そ
も
そ
も
求
刑
自
体
が
軽
す
ぎ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
し
、
最
判
平
成

二
三
年
一
〇
月
三
一
日
と
比
較
し
て
も
、
求
刑
を
少
な
く
と
も
懲
役
二

五
年
程
度
と
す
る
こ
と
に
は
妥
当
性
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
あ
る
い

は
、
主
位
的
訴
因
で
は
な
く
予
備
的
訴
因
で
判
決
が
な
さ
れ
た
場
合
を

検
察
官
が
想
定
し
て
、求
刑
を
若
干
低
め
に
し
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

予
備
的
訴
因
に
つ
い
て
も
別
個
の
求
刑
が
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
大
い
に

疑
問
で
あ
る
。
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三

第
三
は
、
本
件
に
お
い
て
、
札
幌
地
検
が
当
初
は
訴
因
を
過
失
運

転
致
死
傷
罪
等
と
し
、
そ
の
後
に
遺
族
ら
に
よ
り
行
わ
れ
た
署
名
活
動

等
を
受
け
て
訴
因
を
変
更
、
追
加
し
て
、
主
位
的
訴
因
を
危
険
運
転
致

死
傷
罪
、
救
護
義
務
違
反
罪
、
同
報
告
義
務
違
反
罪
、
予
備
的
訴
因
を

過
失
運
転
致
死
傷
罪
、
救
護
義
務
違
反
罪
、
報
告
義
務
違
反
罪
、
酒
気

帯
び
運
転
罪
と
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
署
名
活
動
等
を
受
け
た
う

え
で
の
訴
因
変
更
、
追
加
が
は
た
し
て
妥
当
で
あ
っ
た
か
と
い
う
点
で

あ
る
。

危
険
運
転
致
死
傷
罪
は
構
成
要
件
が
緻
密
で
あ
る
た
め
、
実
務
に
お

い
て
、
検
察
官
が
本
罪
を
訴
因
に
記
載
し
た
も
の
の
、
危
険
運
転
と
の

認
定
が
危
ぶ
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
酩
酊
運
転
致
死
傷

罪
で
は
、
本
件
の
よ
う
に
、
飲
酒
運
転
で
死
傷
事
故
を
惹
起
し
た
事
案

に
つ
い
て
、
飲
酒
運
転
の
程
度
が
酩
酊
運
転
に
該
当
す
る
程
度
で
あ
っ

た
か
、
該
当
す
る
と
し
て
も
酩
酊
運
転
が
加
重
的
結
果
と
し
て
の
死
傷

と
因
果
関
係
を
有
し
て
い
た
か
が
問
題
と
な
る
。
制
御
困
難
運
転
致
死

傷
罪
で
は
、
制
御
困
難
と
い
え
る
程
度
の
速
度
に
至
っ
て
い
た
か
、
そ

し
て
制
御
困
難
運
転
が
死
傷
と
因
果
関
係
を
有
し
て
い
た
か
が
問
題
と

な
る
。
赤
信
号
無
視
運
転
致
死
傷
罪
で
は
、
赤
信
号
を
⽛
殊
更
に
無
視
⽜

す
る
積
極
的
意
図
が
あ
っ
た
か
、
そ
し
て
赤
信
号
無
視
運
転
が
死
傷
と

因
果
関
係
を
有
し
て
い
た
か
が
問
題
と
な
る
。

こ
れ
ら
の
点
に
つ
き
疑
念
の
残
る
場
合
に
つ
い
て
、
検
察
官
は
、
起

訴
の
際
に
危
険
運
転
致
死
傷
罪
を
主
位
的
訴
因
（
本
位
的
訴
因
）、
過
失

運
転
致
死
傷
罪
（
法
改
正
前
は
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
あ
る
い
は
自
動

車
運
転
過
失
致
死
傷
罪
）
及
び
酒
酔
い
運
転
罪
等
の
道
交
法
上
の
罪
を

予
備
的
訴
因
と
し
て
起
訴
状
に
記
載
し
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
が
裁
判

所
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
備
え
る
こ
と
が
あ
る
。
実
際
に
予

備
的
訴
因
が
活
用
さ
れ
た
例
は
、
千
葉
地
判
平
成
一
六
年
五
月
七
日
判

タ
一
一
五
九
号
一
一
八
頁
（
主
位
的
訴
因
で
あ
る
制
御
困
難
運
転
致
死

罪
の
成
立
を
認
め
ず
予
備
的
訴
因
で
あ
る
業
務
上
過
失
致
死
罪
の
成
立

を
認
め
た
）、
高
松
高
判
平
成
一
八
年
一
〇
月
二
四
日
高
刑
速
平
成
一

八
年
四
四
七
号
三
九
一
頁
（
主
位
的
訴
因
で
あ
る
赤
信
号
無
視
運
転
致

傷
罪
の
成
立
を
認
め
た
）、
前
掲
名
古
屋
公
判
平
成
一
九
年
一
二
月
二

五
日
（
主
位
的
訴
因
で
あ
る
赤
信
号
無
視
運
転
致
死
罪
の
成
立
を
認
め

た
）、
松
山
地
判
平
成
二
〇
年
一
月
一
七
日
判
タ
一
二
九
一
号
三
一
一

頁
（
主
位
的
訴
因
で
あ
る
制
御
困
難
運
転
致
死
罪
の
成
立
を
認
め
ず
予

備
的
訴
因
で
あ
る
業
務
上
過
失
致
死
罪
の
成
立
を
認
め
た
）、
名
古
屋

地
判
平
成
二
一
年
八
月
一
〇
日
（
判
例
集
未
登
載
）（
主
位
的
訴
因
で
あ

る
信
号
無
視
運
転
致
死
罪
の
成
立
を
認
め
ず
予
備
的
訴
因
で
あ
る
業
務

上
過
失
致
死
罪
の
成
立
を
認
め
た
）、
前
掲
最
判
平
成
二
三
年
一
〇
月

三
一
日（
主
位
的
訴
因
で
あ
る
酩
酊
運
転
致
死
傷
罪
の
成
立
を
認
め
た
）
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な
ど
多
数
あ
る
。

も
っ
と
も
、
確
実
な
嫌
疑
に
基
づ
い
て
公
訴
提
起
し
よ
う
と
す
る
検

察
官
に
と
っ
て
、
予
備
的
訴
因
や
択
一
的
訴
因
の
記
載
（
刑
事
訴
訟
法

第
二
五
六
条
第
五
項
）
は
抵
抗
が
あ
る
た
め
、
一
般
的
に
は
、
当
初
か

ら
予
備
的
訴
因
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
、
証
拠
調
べ
の
結
果
に
応

じ
て
予
備
的
訴
因
が
追
加
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
に
と
ど
ま
る
（
12
）。
名
古
屋

地
判
平
成
二
一
年
八
月
一
〇
日
、
最
判
平
成
二
三
年
一
〇
月
三
一
日
な

ど
も
、
検
察
官
が
当
初
は
起
訴
状
に
酒
酔
い
運
転
罪
、
業
務
上
過
失
致

死
傷
罪
を
訴
因
と
し
て
記
載
し
、
後
に
訴
因
の
変
更
、
追
加
を
行
い
危

険
運
転
致
死
傷
罪
を
主
位
的
訴
因
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
本
件
と
最
判

平
成
二
三
年
一
〇
月
三
一
日
で
は
、
こ
の
よ
う
な
訴
因
の
変
更
、
追
加

が
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
適
用
を
求
め
る
署
名
活
動
の
末
に
行
わ
れ

た
。
し
か
し
、
法
の
安
定
性
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
訴
因
が
署
名
活
動
に

よ
り
変
更
さ
れ
る
と
い
う
の
は
到
底
妥
当
と
は
言
え
ま
い
。
そ
も
そ

も
、
本
件
に
お
い
て
、
検
察
官
が
当
初
か
ら
予
備
的
訴
因
を
活
用
し
て

い
れ
ば
、
署
名
活
動
に
よ
る
訴
因
変
更
と
い
う
事
態
に
は
至
ら
な
か
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
飲
酒
運
転
事
故
に
対
す
る
市
民
感
情
が
非
常
に
厳
し

い
こ
と
、
危
険
運
転
致
死
事
件
が
裁
判
員
裁
判
の
対
象
事
件
で
あ
る
こ

と
等
も
考
慮
し
、
少
な
く
と
も
危
険
運
転
致
死
傷
罪
に
関
し
て
は
、
検

察
官
は
、
当
初
か
ら
の
予
備
的
訴
因
の
起
訴
状
へ
の
記
載
を
積
極
的
に

検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

（
1
）
読
売
新
聞
平
成
二
六
年
一
一
月
一
四
日
東
京
朝
刊
道
社
Ａ
面
三
五

頁
。

（
2
）
危
険
運
転
致
死
傷
罪
は
基
本
犯
と
な
る
道
交
法
の
罪
と
法
条
競
合
の

関
係
に
あ
り
、
重
い
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
み
が
成
立
す
る
（
西
田
典

之
⽝
刑
法
各
論
⽞（
第
六
版
・
二
〇
一
二
年
）
五
四
頁
、
大
谷
實
⽝
刑
法

講
義
各
論
⽞（
新
版
第
四
版
・
二
〇
一
三
年
）
四
六
頁
（
た
だ
し
同
⽝
刑

法
講
義
各
論
⽞（
新
版
第
四
版
補
訂
版
・
二
〇
一
五
年
）
五
五
頁
以
下
で

は
当
該
記
述
が
削
除
さ
れ
て
い
る
）、
高
橋
則
夫
⽝
刑
法
各
論
⽞（
第
二

版
・
二
〇
一
四
年
）
八
一
頁
）。
従
っ
て
、
酩
酊
運
転
致
死
傷
罪
が
適
用

さ
れ
る
場
合
に
は
、
道
交
法
上
の
酒
酔
い
運
転
罪
は
適
用
さ
れ
な
い
。

（
3
）
呼
気
中
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
（
㎎
／
ℓ
)＝
五
×
血
中
ア
ル
コ
ー
ル
濃

度
（
％
)＝
〇
･五
×
血
中
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
（
㎎
／
㎖
）
で
あ
る
。

（
4
）
最
判
平
成
二
三
年
一
〇
月
三
一
日
刑
集
六
五
巻
七
号
一
一
三
八
頁
。

（
5
）
http://w
w
w
.e-healthnet.m
hlw
.go.jp/inform
ation/

dictionary/alcohol/ya-020.htm
l

（
6
）
山
口
厚
⽝
刑
法
各
論
⽞（
第
二
版
・
二
〇
一
〇
年
）
五
三
頁
、
高
橋
・

前
掲
書
八
〇
頁
。

（
7
）
原
田
國
男
⽝
量
刑
判
断
の
実
際
⽞（
第
三
版
・
二
〇
〇
八
年
）
三
九
三

頁
は
、
平
成
一
四
・
一
五
年
の
判
例
を
多
数
参
照
し
た
う
え
で
、⽛
誤
解

を
恐
れ
ず
、
極
め
て
大
雑
把
に
い
え
ば
、
求
刑
が
懲
役
六
年
で
、
判
決

は
懲
役
四
年
が
多
く
、
…
…
当
面
懲
役
四
年
前
後
が
標
準
科
刑
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。⽜
と
す
る
。
東
京
地
八
王
子
支
判
平
成
一
九
年
三
月
二
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二
日
（
判
例
集
未
登
載
）（
制
御
困
難
運
転
致
死
罪
、
死
亡
者
一
名
、
懲

役
六
年
）、
名
古
屋
高
判
平
成
二
一
年
七
月
二
七
日
高
検
速
報
七
三
七

号
（
赤
信
号
無
視
運
転
致
死
罪
、
死
亡
者
一
名
、
懲
役
五
年
）、
東
京
高

判
平
成
二
二
年
九
月
二
八
日
東
高
刑
報
六
一
巻
二
一
七
頁
（
制
御
困
難

運
転
致
死
罪
、
死
亡
者
一
名
、
負
傷
者
二
名
、
懲
役
三
年
）
等
の
近
年

の
判
例
に
鑑
み
る
に
、
こ
の
量
刑
相
場
は
現
在
に
お
い
て
も
大
き
な
変

化
は
な
い
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
8
）
原
田
⽝
裁
判
員
裁
判
と
量
刑
法
⽞（
二
〇
一
一
年
）
二
四
九
頁
。

（
9
）
仙
台
地
判
平
成
一
八
年
一
〇
月
三
日
（
判
例
集
未
登
載
）（
酩
酊
運
転

致
死
罪
、
懲
役
七
年
）、
最
判
平
成
二
〇
年
一
〇
月
一
六
日
刑
集
六
二
巻

九
号
二
七
九
七
頁
（
赤
信
号
無
視
運
転
致
死
罪
、
懲
役
一
〇
年
）、
大
阪

地
堺
支
判
平
成
二
二
年
七
月
二
日
（
判
例
集
未
登
載
）（
酩
酊
運
転
致
死

罪
、懲
役
七
年
）、札
幌
地
判
平
成
二
四
年
六
月
八
日（
判
例
集
未
登
載
）

（
酩
酊
運
転
致
死
傷
罪
、
死
亡
者
一
名
、
負
傷
者
二
名
、
懲
役
一
〇
年
）

な
ど
。

（
10
）
原
田
⽝
裁
判
員
裁
判
と
量
刑
法
⽞
二
五
〇
頁
。

（
11
）
松
本
時
夫
⽛
量
刑
の
手
続
⽜
熊
谷
弘
他
編
⽝
公
判
法
大
系
Ⅲ
⽞（
一
九

七
五
年
）
六
〇
頁
、
菊
田
幸
一
⽝
犯
罪
学
⽞（
七
訂
版
・
二
〇
〇
九
年
）

一
五
一
、
一
五
二
頁
。

（
12
）
松
尾
浩
也
⽝
刑
事
訴
訟
法
（
上
）⽞（
新
版
・
一
九
九
九
年
）
一
四
七

頁
、
上
口
裕
⽝
刑
事
訴
訟
法
⽞（
第
四
版
・
二
〇
一
五
年
）
二
三
八
頁
。
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